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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

電
子
渡
航
認
証
制
度
（
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
）
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
収
集
す
る
情
報
の
項
目
を
適
正
な
出
入
国
在
留
管
理
及

び
テ
ロ
対
策
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
有
す
る
情
報
の
管
理
に
当
た
り
、
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
通
信
障
害
や
災
害
発
生
の
リ
ス
ク
を
想
定
し
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
含
む

堅
牢
な
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
運
用
の
継
続
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

二 

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
審
査
に
お
い
て
不
認
証
と
し
た
場
合
、
日
本
国
大
使
館
等
に
お
け
る
査
証
申
請
手
続
に
移
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
案
内
の
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
。 

三 

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
審
査
に
お
け
る
透
明
性
及
び
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
不
認
証
と
し
た
件
数
を
公
表
す
る
こ
と
。
ま
た
、



Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
運
用
に
係
る
継
続
的
な
検
証
を
行
い
、
統
計
資
料
の
定
期
的
な
公
表
を
通
じ
て
、
そ
の
透
明
性
の
向
上
に
努

め
る
こ
と
。 

四 

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
導
入
に
よ
り
、
庇
護
を
目
的
に
入
国
を
希
望
す
る
者
や
難
民
を
含
む
真
に
保
護
を
必
要
と
す
る
者
の
我
が

国
へ
の
渡
航
及
び
入
国
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
制
度
そ
の
も
の
の
運
用
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
国
連

難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
を
含
む
関
係
国
際
機
関
と
緊
密
に
連
携
す
る
と
と
も
に
積
極
的
に
意
見
交
換
を
行
い
、
国
際
的
な

人
道
支
援
及
び
人
権
基
準
の
観
点
か
ら
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
収
集
し
た
情
報
が
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ

る
出
身
国
等
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
万
全
の
体
制
を
期
す
こ
と
。 

五 

政
令
に
よ
り
在
留
資
格
の
変
更
許
可
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
在
留
外
国
人
、
難
民
支
援
団
体
、

外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
企
業
等
の
関
係
者
の
意
見
を
幅
広
く
聴
取
し
、
そ
の
金
額
が
変
更
許
可
等
を
要
す
る
在
留
外
国

人
の
生
活
水
準
に
照
ら
し
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
実
費
及
び
外
国
人
の
出
入
国
及
び
在

留
の
公
正
な
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
等
、
政
令
案
に
お
け
る
算
定
根
拠
を
明
確
に
す
る
こ
と
。 

六 

在
留
資
格
の
変
更
許
可
等
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
に
当
た
り
、
諸
外
国
に
お
け
る
同
種
の
手
数
料
の
額
を
勘
案
す

る
に
際
し
て
は
、
我
が
国
と
比
較
可
能
か
を
精
査
す
る
べ
く
、
事
業
者
負
担
か
本
人
負
担
か
の
違
い
や
、
専
門
的
な
就
労
資



格
か
否
か
に
加
え
、
資
格
の
更
新
頻
度
な
ど
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
投
資
家
向
け
の
特
殊
な
在
留
資
格
は

比
較
対
象
か
ら
除
く
こ
と
。 

七 

「
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
」
に
よ
り
手
数
料
が
減
額
又
は
免
除
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
要
件
や
判

断
基
準
を
定
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
速
や
か
に
策
定
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
人
道
上
の
観
点
か
ら
特
段
の

配
慮
を
要
す
る
者
の
要
件
が
狭
く
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。
特
に
、
人
身
取
引
等
の
被
害
者
、
難
民
又
は
補
完
的

保
護
対
象
者
の
認
定
を
受
け
た
者
等
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
が
批
准
す
る
難
民
条
約
や
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
は
じ
め
と
す

る
国
際
人
権
条
約
に
鑑
み
、
当
該
外
国
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
適
切
に
減
額
又
は
免

除
の
対
象
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
手
数
料
の
改
定
が
、
「
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
」
に
当
た
ら
な
い
者
に
お
い
て

も
、
在
留
資
格
の
変
更
許
可
等
の
申
請
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
。 

八 

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
に
係
る
手
数
料
及
び
改
定
後
の
在
留
資
格
の
変
更
許
可
等
に
係
る
手
数
料
の
歳
入
額
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
う
し
た
歳
入
額
の
増
加
分
を
最
大
限
活
用
し
な
が
ら
予
算
を
確
保
し
、
出
入
国
在
留
管
理
施
策
、

日
本
語
教
育
の
支
援
や
相
談
体
制
の
拡
充
な
ど
多
文
化
共
生
施
策
の
実
現
強
化
等
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
適
切
に
公
表
す
る
こ
と
。 



九 

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
導
入
に
よ
る
不
法
就
労
・
不
法
残
留
へ
の
抑
止
効
果
や
、
在
留
資
格
の
変
更
許
可
等
に
係
る
手
数
料
額
の

引
上
げ
が
在
留
手
続
の
履
行
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
継
続
的
に
調
査
・
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
に
応

じ
て
制
度
や
運
用
の
在
り
方
の
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

十 

本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
国
内
外
へ
の
十
分
な
周
知
広
報
を
行
う
と
と
も
に
、
適
正
か
つ
迅
速
な
事
務
処
理
を
担
保

す
る
た
め
、
出
入
国
在
留
管
理
に
携
わ
る
人
員
の
確
保
及
び
入
管
行
政
の
更
な
る
Ｄ
Ｘ
化
に
向
け
た
予
算
措
置
を
含
め
、
必

要
な
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


